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タイにおける東北エリア一体となった認知度向上のための訪日プロモーション事業 

提案募集要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、「タイにおける東北エリア一体となった認知度向上のための訪日プロモーション事

業」の受託業者を選定するために実施する公募型プロポーザルに関して、必要な事項を定めるもの

である。 

２ 業務の名称 

  タイにおける東北エリア一体となった認知度向上のための訪日プロモーション事業 

３ 事業の主体主 

  一般社団法人東北観光推進機構（以下、「東観推」という。） 

４ 契約期間 

  契約締結の日から 2026年 2月 27日（金）まで 

５ 事業内容 

⑴ 事業名 

タイにおける東北エリア一体となった認知度向上のための訪日プロモーション事業 

⑵ 実施内容 

JNTOバンコク事務所主催の「第 17回ビジット・ジャパン FITフェア（仮称）」に東北の自治体・

企業等が一体となって出展するとともに、東北一体での現地航空会社への訪問、商談会・交流会等

の関連イベントの開催など、BtoBおよび BtoC両面での強力なプロモーション施策を展開すること

により、東北の認知度向上、訪日リピーターFIT層をターゲットとしたプロモーションによる誘客

促進、旅行商品の造成・販売促進および東北への直行便の就航や相互交流の促進に繋げる。 

具体的業務内容は、「タイにおける東北エリア一体となった認知度向上のための訪日プロモーシ

ョン事業 業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）」に基づくものとする。 

⑶ 委託上限金額（予定） 

本業務の事業費の上限は、22,650,000円（消費税及び地方消費税含む。）とする。 

６ スケジュール（予定を含む。）  

⑴ 企画提案募集開始            2025年 5月 8日（木） 

⑵ 企画提案書作成等に関する質問受付期限  2025年 5月 15日（木） 

⑶ 企画提案書作成等に関する質問への回答  2025年 5月 20日（火） 

⑷ 企画提案への参加申し込み期限      2025年 5月 23日（金） 

⑸ 企画提案書の提出期限          2025年 5月 29日（木） 

⑹ 企画提案書の選考結果の通知（予定）   2025年 6月 10日（火） 

⑺ キックオフ会議（予定）         2025年 6月上旬 

７ 企画提案書作成等に関する質問の受付及び回答 

⑴ 受付期限 

2025年 5月 15日（木）午後 3時まで（必着） 

⑵ 提出書類及び提出方法 

① 企画提案書の作成等に当たり質問がある者は、⑴の期日までに、質問書（様式第１号）を電子

メールにより提出し、電話で到着確認を行うこと。 
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② 電子メールアドレスおよび電話番号は、次のとおりとする。 

suishin@tohokutourism.jp （一般社団法人東北観光推進機構 市場戦略部宛） 

022-721-1291（一般社団法人東北観光推進機構 受付） 

③ 電話や口頭、受付期間以外の質問は、一切受付しない。 

④ 質問に対する回答は、2025年 5月 20日（火）までに、東観推のホームページ「旅東北」内に掲

載する。（旅東北 URL：https://www.tohokukanko.jp/business/index.html） 

⑤ 質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わると考えられるものについては、

質問者に対してのみ回答する。 

⑥ 質問の内容によっては回答しないこともある。 

⑦ 質問に対する回答事項は、本要領及び仕様書に対する追加又は修正とみなす場合がある。 

８ 企画提案への参加申込  

⑴ 提出期限 

2025年 5月 23日（金）午後 3時まで（必着） 

⑵ 提出書類及び提出方法 

① 企画提案への参加を行う者は、⑴の期日までに、企画提案参加申込書（様式第２号）および宣

誓書（様式第３号）を電子メールにより提出し、電話で到着確認を行うこと。 

⑶ 電子メールアドレスおよび電話番号は、次のとおりとする。 

suishin@tohokutourism.jp （一般社団法人東北観光推進機構 市場戦略部宛） 

022-721-1291（一般社団法人東北観光推進機構 受付） 

９ 企画提案書の提出 

⑴ 提出期限 

2025年 5月 29日（木）正午まで（必着） 

⑵ 提出書類 

以下、①～③以下を各 10部提出すること。 

① 企画提案書 

    任意様式。A4版片面印刷。表紙と目次を除き 20ページ以内、カラー印刷も可 

② 見積書 

合計金額のほか、実施項目毎の費用明細を記載すること。 

③ 業務実績 

類似業務の実績一覧 

⑶ 提出方法 

持参又は郵送を原則とする。不可の場合は、その事由に応じて協議することから、「8 企画提案

への参加申込」の際にその旨を申し出ること。 

⑷ 提出先 

一般社団法人東北観光推進機構 

（宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番 13号 仙建ビル８階） 

10 業務委託候補者の選定方法等 

⑴ 業務委託候補者の選考方法 

東観推に設置するプロポーザル委員会において、提出書類を審査し、優れていると判断される事

業者を１者選定して業務委託候補者とする。 

https://www.tohokukanko.jp/business/index.html
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また、業務委託候補者が辞退等をした際には、次点の事業者を繰り上げる。 

⑵ 選考結果の通知 

審査終了後は速やかに全ての企画提案書提出者に審査結果を通知する。 

⑶ 選考結果の公表 

審査終了後、全ての企画提案者の名称及び評価点を公表する。ただし、選定された業務委託候補

者以外は、個別の評価点が特定できないよう配慮する。 

11 応募資格 

応募者は、次に掲げる企画提案への応募資格の要件（以下、「応募資格」という。）を全て満たす者

とする。 

ただし、複数の者による共同提案の場合、(1)については、共同提案者のうち最低一者が掲載の要

件を満たすこと。 

なお、複数の者による共同提案の場合、代表者を定めた上で応募するものとし、東観推との契約の

当事者は当該代表者とする。 

⑴ 過去５年以内に国、自治体及び観光地域づくり法人（DMO）等の業務の実施実績を有すること。 

⑵ 本業務を円滑に処理することができる安定的かつ健全な財政能力を有している法人格を持つ事

業者であること。 

⑶ 類似業務の実績一覧を提出すること。（様式は任意） 

⑷ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再

生手続開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を受け

た者を除く。）又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てをして

いる者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続

開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。  

⑸ 代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する

者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。）又は

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

⑹ 政治団体（政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第３条に規定するもの）に該当しない者で

あること。 

⑺ 宗教団体（宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第２条の規定によるもの）に該当しない者であ

ること。 

⑻ 単独で企画提案した応募者は、共同提案の構成員となることはできない。 

12 失格事由 

⑴ 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

① 提出された企画提案書に不備のある者 

② 本募集実施要領及び仕様書に従っていない場合 

③ 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合 

④ 民法（明治 29年法律第 89号）第 90条（公序良俗違反）、第 93条（心裡留保）、第 94条（虚

偽表示）又は第 95条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

⑤ 審査結果に影響を与えるような工作が行われた場合 

⑵ その他 
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① 企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」（様式第４号）を提出すること。 

② 取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

③ 企画提案書等の再提出は認めない。 

④ 審査は提出された企画提案書等により行うが、提案受付後、提案内容について説明を求めるこ

とがある。 

⑤ 本業務の実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束す

るものではなく、協議の上、決定する。 

⑥ 仕様書に明示のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、決定する。 

13 評価基準 

  選考においては、以下の項目で総合的に評価を行い、一社を最優秀提案として選定する。 

⑴ 業務の目的・内容について十分理解しているか。 

⑵ 東北のインバウンドの実情・課題等を理解したうえで、事業の実施目的を満たす具体性・妥当性・

実現可能性のある提案をできているか。 

⑶ タイにおける PRイベントや現地セミナー・商談会等に関して幅広い知見を有しているか。 

⑷ 業務遂行にあたり無理のないスケジュール、人員体制か。 

⑸ 東観推へのサポート体制が万全であるか。 

⑹ 見積金額は適正であるか。 

 なお、金額の妥当性は評価対象とするが、上限金額を下回ることによるプラス評価はしない。 

14 契約の決定 

⑴ 選考により選定された優先契約候補者と、契約締結交渉を行うものとする。 

⑵ その際の契約金額は、提案した見積金額以内とする。 

⑶ なお、協議が整わない場合、優先契約候補者が応募資格の要件を欠いた場合又は契約締結交渉が

不調となった場合は、審査により順位付けられた上位の者から順に契約交渉を行うものとする。 

15 その他注意事項等 

⑴ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成

４年法律第 51条)に定める単位を原則とするが、タイ現地における事業に関して、タイバーツや

タイの標準時を用いる適切な場面には、誤認のないよう明確に記載すること。 

⑵ 企画提案書等の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書については、提案を行った者に無断で二次的に使用しないものとする。 

⑷ 提出された企画提案書等は原則として返却するが、返却を希望しない者は、その旨を提案書提出

時に申し出るものとする。 

⑸ 提案書等の審査を行う際は、参加を表明した者に通知することなく必要な範囲において複製を

作成することがある。 


